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１．これまでの取組みと更なる改革の必要性 

（１）土岐市の現況 
① 人口 

日本は、2008 年（平成 20 年）をピークに「人口減少時代」に突入していますが、

本市の人口は、全国よりも約 12 年早く人口減少の局面に入り（1995 年：国調ベー

ス）、さらに 1999 年（平成 11 年）には出生数が死亡数を下回る自然減少の状態に

転じました。 

国立社会保障・人口問題研究所(以下「社人研」という。)の推計によると、本市

の人口は 2040 年（令和 22 年）には、約 4.2 万人、2060 年（令和 42 年）には、ピ

ーク時（約 6.6 万人 1995 年(平成 7 年)）の半減となる約 3.0 万人に減少すること

が予想されています。 

 

【総人口の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 資料：国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所「市区町村別推計（令和元年６月版）」 

 

国勢調査によると、本市の 2015 年（平成 27 年）の年少人口は 7,118 人（12.3％）、

生産年齢人口は 33,018 人（57.1％）、老年人口は 17,548 人（30.3％）となっていま

す。 

年少人口は減少傾向、老年人口は増加傾向にあり、少子高齢化が進行しています。 

社人研の推計によると、2060 年（令和 42 年）には総人口の 41.3％が 65 歳以上と

なり、2015 年の 30.3％から 11 ポイントの増加となる見込みです。 
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2015 年には、生産年齢人口 1.88 人で 1人の老年人口を支えていたのに対し、2060

年には 1.17 人で 1人を支える計算となり、生産年齢人口１人あたりの負担が増加す

ることになります。 

 

【土岐市の年齢３区分別人口の推移】 
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②財政 

主要な財政をあらわす指標のうち、財政力指数1 は改善傾向にありますが、経常収

支比率2 は年々上昇し、財政の硬直化が進んでいます。実質公債費比率3 については

平成 18 年度までは 18％を超え、起債発行の許可団体となっていましたが、市債償還

額の減少などにより平成 19 年度以降は改善し、令和元年度は 5.2％となっています。 
 

 
 
 
 
 
 

                                                   
1 財政力指数 
地方公共団体の財政力を示す指数で、基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去 3

年間の平均値。財政力指数が高いほど、普通交付税算定上の留保財源が大きいことになり、財源に余

裕があるといえる。 
 
2 経常収支比率 
地方公共団体の財政構造の弾力性を判断するための指標。この指標は経常的経費に経常一般財源収

入がどの程度充当されているかを見るものであり、比率が高いほど財政構造の硬直化が進んでいるこ

とを表す。 
 

3 実質公債費比率 
自治体の収入に対する負債返済の割合を示す理論値。通常、3 年間の平均値を使用。 
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（２）土岐市のこれまでの取組み 

本市では、これまで行財政の効果的かつ合理的運営、市民サービスの向上を図るた

め、昭和 60 年度の「土岐市行政改革大綱」の策定を皮切りに、平成７年度、平成 11

年度には「新土岐市行政改革大綱」、平成 16 年度には財政改革を中心とした「第３次

土岐市行財政改革」、平成 17 年度には国の「地方公共団体における行政改革の推進の

ための新たな指針」に基づき、「土岐市集中改革プラン（第４次土岐市行財政改革大

綱）」、平成 23 年には「第５次土岐市行財政改革大綱」、平成 28 年には「第６次土岐

市行財政改革大綱」を策定し、行財政改革を進めてきました。 

前回の行財政改革大綱においては、平成２８年３月に策定した使用料・手数料の見

直しに関する基本方針に基づき使用料・手数料の見直しを進め、生活系廃棄物の処理

費用の有料化等を実施して歳入の確保を図ったほか、平成２８年度に公共施設等総合

管理計画を策定し、公共施設等の維持管理を着実に実施し、かつ、財政負担の縮減を

図るための方向性を定めました。また、平成２８年度から人事評価制度の本格運用を

開始し、限られた人員で効率的に事務を遂行する体制を整えたほか、令和元年度に機

構改革を実施して市民にわかりやすい簡素で効率的な組織を編成するなど、行政の効

率化に一定の成果をあげることができましたが、今後も引き続き取り組む必要があり

ます。 

 

（３）更なる改革の必要性  

行政サービスにおいては、常に、新たな市民ニーズへの対応や既存サービスの充実

が求められていますので、多様化するニーズに応え、健全で質の高い行政サービスを

提供していくため、時代に即した効率的な行財政システムの確立が必要となります。    

また、本市では、人口の減少等により市税収入の大幅な伸びは期待できないことに

加え、少子高齢化等により扶助費4 が増大していくことが予想されるほか、公共施設

等の老朽化に伴う更新等の費用も必要になってくることからも、一層の行財政改革が

必要となっています。こうした本市をとりまく状況を踏まえ、これまでの行財政改革

における基本的な考え方や取組みを引き継いで実施するとともに、国が進めるデジタ

ル化の新たな流れを取り入れ、より効率的で効果的な行政運営を行えるよう、更なる

改革を進めるため、「第７次土岐市行財政改革大綱」を策定しました。 

                                                   
4 扶助費 生活保護や障がい者福祉、高齢者福祉、児童福祉などの社会保障に要する経費 
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２．第７次土岐市行財政改革大綱の基本方針 

（１）効率的・効果的な行政経営の推進 

将来にわたる安定した市政運営のため、引き続き、自主財源を確保する取組みや徴

収体制の強化、受益と負担の適正化等による最大限の歳入の確保に努めるほか、経費

の節減・事務事業の見直し等による土岐市の適正な歳出規模の実現など、歳入歳出両

面にわたる改革を行い、健全な財政運営を推進します。 
また、国が進めるデジタル社会を見据え、行政サービスのデジタル化に対応する新

たな業務体制を整備することにより、限られた財源や人員を効率的かつ効果的に活用

し、最小の経費で最大の効果をあげられるよう努めます。 
 
（２）市民との協働によるまちづくりの推進 

市民の市政への参画機会を創出するほか、市民と行政の情報共有を進めることによ

り、相互の信頼関係を深め、共に考え、共に行動する協働のまちづくりを進めます。 
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３．第７次土岐市行財政改革大綱の体系 

大綱の基本方針を実現するため、以下の項目に取り組み、行財政改革を推進します。

なお、実施項目については、状況に応じて追加等の見直しを行います。 
※実施計画については、別表のとおり 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

基本方針 推 進 項 目 実 施 項 目 

(1)効率的・効

果的な行政経

営の推進 
①健全な財政運営の推

進 

１．企業誘致等の促進 

２．人口減少の抑制 

３．市税等の徴収率の向上 

４．新たな自主財源の確保 

５．使用料等の見直し 

６．歳出の抑制 

７．公共施設等の適正な管理・運営 

②行政のデジタル化の

推進 

１．ＡＩ・ＲＰＡによる業務の効率化 

２．電子申請の導入促進 

３．ペーパーレス化の推進 

４．テレワークの推進 

③組織マネジメントの

強化 

１．人｢財｣育成の推進 

２．新たな行政課題に対応できる組織の構築と職

員の配置及び定員の適正化の推進 

(2)市民との

協働によるま

ちづくりの推

進 

①情報共有の推進 
１．市民ニーズの把握 

２．行政情報の積極的な提供 

②協働まちづくりの推

進 

１．市政・まちづくり活動への参画機会の創出  

２. まちづくり活動の支援 

３．研究機関や大学、事業者との連携・協働の推  

 進 
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４．第７次土岐市行財政改革大綱の期間・公表・推進体制 

（１）計画の期間 

令和３年度から令和７年度までの５年間とします。 
 
（２）取組み状況の公表 

取り組みの進捗状況や成果等を広く公表します。 
 

（３）推進体制 
 ① 内部推進体制 
   市長をはじめ部長級等職員で構成する「土岐市行財政改革推進会議」を開催す

るなど、計画の進捗状況を把握し、推進します。 
② 外部推進体制 

   個々の事案ごとに有識者から意見を聴く機会を設けるなど、外部からの意見等

を得ながら行財政改革に取り組みます。 



実施内容 予想される効果及び指標 担当課

1 企業誘致等の促進

企業を誘致する用地を確保するための調査を進
めます。また、市内に立地した企業へ新規投資に
対する優遇措置や雇用促進に対する支援を行うこ
とにより、企業の誘致・育成を促進します。

税収の増加、地元雇用が拡大されます。
【指標】新規立地企業数、地元雇用人数

産業振興課

2 人口減少の抑制

定住促進、婚活支援など人口対策事業を実施し、
人口減少の抑制を図ります。

市民税等の税収の減少が抑制されます。
【指標】5年以上在住の人口（25～44歳）、婚姻数 まちづくり推進課

関係各課

3 市税等の徴収率の向上

財源確保と負担の公平性の観点から、徴収及び
滞納整理体制を強化します。
市税、国民健康保険料、介護保険料、保育料、住
宅使用料

税収等が増加します。
【指標】徴収率、徴収金額 税務課

関係各課

4 新たな自主財源の確保

ふるさと納税事業や市ウェブサイト、市庁舎の空ス
ペースを利用した有料広告事業等を実施します。

自主財源が確保できます。
【指標】ふるさと納税寄附額、広告料収入額 行政経営課

関係各課

5 使用料等の見直し

施設利用状況や他市の料金体系等を把握・分析
した上で、必要に応じて、適正な受益者負担となる
よう使用料・手数料等の見直しを行います。

受益者負担の適正化が進みます。
【指標】見直しを行った使用料・手数料の件数及
び増収額

行政経営課
関係各課

6 歳出の抑制

経費の節減・補助金の整理・合理化、事務事業の
見直しを行います。

不断の見直しにより、節度ある財政運営が継続さ
れます。
【指標】経常経費前年度伸び率

行政経営課
関係各課

7 公共施設等の適正な管理・運営

公共施設等総合管理計画に基づき施設の管理・
運営方法の見直し等を行います。施設廃止後の
跡地等、未利用市有地の有効活用を進めます。

管理・運営における効率化が進みます。
【指標】建物更新費用等の削減率、市有地の処
分件数・処分額

行政経営課
関係各課

1 ＡＩ・ＲＰＡによる業務の効率化

ＡＩやＲＰＡを導入することにより業務の効率化や行
政サービスの向上を目指します。

単純業務から職員が解放され、より政策的な業
務に専念できます。
【指標】ＡＩ・ＲＰＡ化した業務数

政策推進課
関係各課

2 電子申請の導入促進

電子申請を導入することにより、市民が来庁せず
手続が出来る環境の構築を目指します。

市民負担の軽減、業務の効率化が促進されま
す。
【指標】電子申請可能な手続数

政策推進課
関係各課

3 ペーパーレス化の推進

行政文書を電子化することにより事務の効率化や
CO2の排出量削減をします。

文書の管理・保存が簡素化され、検索性の向上
により業務が効率化されます。
【指標】印刷削減数

政策推進課
関係各課

4 テレワークの推進

業務のテレワークや電子決裁推進による効率化
や働き方改革を推進します。

出張先や在宅での勤務が可能になり、業務の効
率化や非常時の対応など行政サービスを安定的
に提供できます。
【指標】テレワーク勤務実績

政策推進課
関係各課

(1)
効率的・効果的な
行政経営の推進

① 健全な財政運営の推進

② 行政のデジタル化の推進

別表　第７次行財政改革大綱実施計画

基本方針 推進項目 実施項目
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実施内容 予想される効果及び指標 担当課基本方針 推進項目 実施項目

1 人「財」育成の推進

適材適所の人材配置や人事評価制度の活用を推
進するほか、職員の意識改革や能力向上を図る
ため、効果的な職員研修を実施します。また、職
員が心身ともに健康で、能力を十分に発揮できる
良好な職場環境づくりを進めます。

職員能力の適正評価による意欲向上と適所配置
による事務の効率化、職員の能力向上による事
務の効率化が進みます。また、良好な職場環境
が整うことにより、人「財」育成が効果的に進みま
す。
【指標】年次有給休暇の取得日数が年5日以上の
職員の割合

人事課

2
新たな行政課題に対応できる組
織の構築と職員の配置及び定員
の適正化の推進

複雑・多様化する行政課題へ的確かつ柔軟に対
応できる簡素で効率的な組織の構築と職員の配
置及び定員の適正化を進めます。

簡素で効率的な組織の構築と職員の配置及び定
員の適正化が進みます。
【指標】時間外労働時間の削減時間、職員の削
減数

行政経営課
人事課

1 市民ニーズの把握

市民の意向を的確に把握し、行政運営に活かすた
め、定期的に市民意識調査等を実施します。

行政サービスの満足度、重要度などによる市民
ニーズを市政に反映できます。
【指標】市民意識調査の回答率

秘書広報課
関係各課

2 行政情報の積極的な提供

市民の理解と信頼を得るため、市広報・ホーム
ページ・ＳＮＳを活用して行政情報をわかりやすく
提供します。

行政の透明性が向上します。
【指標】市民意識調査で「市政に関する情報提
供」について「満足」、「やや満足」と回答した人の
割合

秘書広報課
関係各課

1
市政・まちづくり活動への参画機
会の創出

市民がまちづくりや市政へ参画する機会を創出し
ます。

市民との協働によるまちづくりが進みます。
【指標】市民意識調査で「協働まちづくりの推進」
について「満足」、「やや満足」と回答した人の割
合、市民が参画した事業数

まちづくり推進課
関係各課

2 まちづくり活動の支援

自治会による共助のまちづくり活動やNPO・ボラン
ティア等による公共性・公益性の高いまちづくり活
動を支援します。

市民の自主的なまちづくり活動が活発になり、活
力のあるまちづくりが進みます。
【指標】自治会の加入率、活動支援したまちづくり
団体数

まちづくり推進課
関係各課

3
研究機関や大学、事業者との連
携・協働の推進

研究機関や大学、事業者と幅広い分野で連携・協
力関係を築きます。

新たな魅力や価値の創出が進みます。
【指標】連携協定等に基づく連携事業数

行政経営課
関係各課

(2)
市民との協働によ
るまちづくりの推進

① 情報共有の推進

② 協働まちづくりの推進

③ 組織マネジメントの強化
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